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新型コロナウイルス感染症対策 

５月２２日開催 津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

（第１８回）開催結果 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



 
 

５月２２日開催津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１８回） 

開催結果 

１ 決定事項 

（１）子育て世帯家計支援事業に係る推進体制の整備について（総務部） 

   新型コロナウイルス感染症の拡大による小中学校の臨時休業や保育所等

の登園自粛などにより、子どもたちが家庭で過ごすための経費が増加する 

など、特に影響の大きい子育て世帯への津市独自の重点的な支援策として、 

子育て世帯家計支援事業を実施します。 

   当該事業の実施については、迅速かつ確実な支援を行うため、新たに、

健康福祉部に子育て世帯家計支援担当参事を、子育て推進課に子育て世帯

家計支援担当副参事を配置するとともに、同課保育担当に兼務により４名

の職員を増員し、当該事業に従事させる現在の保育担当３名と合わせて、

総勢９名の推進体制を整備することとします。 

（２）津市事業継続支援金交付事業に係る推進体制について（総務部） 

   新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上が減少している事業者へ

の支援として、売上げの減少が前年同月比５０％以上の事業者の事業継続

を支援する国の持続化給付金制度の対象とならない、売上げの減少が前年

同月比３０％以上５０％未満の事業者の事業継続を支援するため、津市独

自の事業継続支援金交付事業を実施します。 

   交付事務にあたっては、津市ビジネスサポートセンター内のセミナール

ームにおいて、申請される事業者の方へ迅速かつ確実に支援金がお届けで

きるよう、ビジネスサポートセンター長の指揮の下、商工観光部次長、経

営支援課を中心とした商工観光部（商業振興労政課、観光振興課、企業誘

致課）全職員の業務応援によるローテーションにより、常時、７名体制で

交付事務にあたることとします。 

（３）津市事業継続支援金の実施について（ビジネスサポートセンター） 

   新型コロナウイルス感染症により経済活動が低調となり売り上げが減少

している事業者の支援として取り組む津市独自の事業継続支援金交付事業

については、５月２０日、令和２年第２回津市議会臨時会において予算措

置の議決を得たことから、本日、市ホームページに当該支援金交付事業内

容及び申請方法等詳細事項を登載し、広く周知を行い、５月２５日から申

請の受付を開始することとします。 

   なお、実施体制につきましては、商工観光部が一丸となって、常時、７



 
 

名体制で交付事務を行うこととします。 

（４）頑張る事業者応援プロジェクト「市内事業者向け事業継続支援販売所」

の再開について（商工観光部） 

   津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第９回）において、新型

コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、事業に支障をきたす市

内事業者の皆様の事業継続支援として、市本庁舎１階ロビーにおいて商品

の販売機会を提供する「市内事業者向け事業継続支援販売所」（「支援販

売所」という。）について決定し、４月２０日から開始することとしてい

ましたが、４月１６日に三重県にも新型インフルエンザ等対策特別措置法

に基づく緊急事態宣言が出されたことから、４月１７日に支援販売所の開

設は当面の間延期することとしました。 

   しかし、５月１４日、緊急事態宣言は、三重県を含む３９県が区域指定

を解除されたことから、三重県の緊急事態措置も解除されました。 

   このことから、延期していた支援販売所については、当初予定していた

市本庁舎１階ロビーは、新型コロナウイルス感染症特別定額給付金に係る

相談対応窓口の設置や本庁舎大規模改修工事等により出店スペースが確保

できないなかで、株式会社津センターパレスから電気代等の実費負担のみ

で、１ヶ月程度、空きスペースの利用について協力が得られたことから、

再開することとします。 

   なお、今後の新たな応援施策へつなげるパイロット事業として、販売内

容を拡大するとともに、実施所管については経営支援課から観光振興課へ

移行し、既決予算にて取り組むこととします。 

   ※ 事業内容等：別紙参照 

 

２ 報告事項 

（１）新型コロナウイルス感染症対策に係る予算措置について報告（政策財務

部） 

   新型コロナウイルス感染症対策に係る、本市独自の支援策に係る予算措

置として、津市モーターボート競走事業会計からの繰入金１０億円及び国

からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金３億４５５万８

千円を財源とした、子育て世帯家計支援事業（４億４，８７９万円）、津

市事業継続支援金（２億５，０００万円）、水道料金の基本料金２カ月分

無料（２億３，０８９万２千円）及び新型コロナウイルス感染症対策基金



 
 

創設（積立金 ３億７，４８７万６千円）に係る補正予算（総額１３億４

５５万８千円）について、５月２０日、令和２年第２回津市議会臨時会に

おいて議決を得ました。 

（２）市立小中学校及び義務教育学校の夏季休業中の授業日の確保について報

告（教育委員会） 

   市立小・中・義務教育学校において、新型コロナウイルス感染症対策と

して、３月から５月に実施した臨時休業に伴う補充のための授業日数につ

いては、各学年の一年間の標準授業時数を確保するため、少なくとも１８

日の補充授業が必要であると考えています。 

   このことから、夏季休業中の授業日の設定や土曜授業等を学校の実情に

応じ実施し、授業日数を確保することとしました。特に、夏季休業中につ

いては、７月２１日から７月３１日（１学期終業式）及び８月１７日（２

学期始業式）から８月３１日を１８日分の補充のための授業日として設定

しました。 

   また、本年度、校舎の大規模改造の学校（久居中、西が丘小）及び改修

工事の学校（桃園小）については、夏季休業は７月２１日から８月１６日

までとし、８月の授業日と土曜授業等により、補充のための授業日を確保

することとしました。 

   なお、夏季休業中の授業日においては、熱中症対策のため、登下校片道

約３ｋｍ以上（あのつ台３丁目、須ヶ瀬町、榊原町）の児童については、

市長部局の協力のもと、バス通学とし、子どもたちが安全に登下校できる

よう対応することとしました。 

（３）給食無償化と８月からの給食実施に伴う今後の給食費の取り扱いについ

て報告（教育委員会） 

   子育て世帯家計支援事業による給食費の無償化及び夏季休業中における

授業実施に伴い給食を実施することから、給食費については別紙のとおり

取り扱うこととしました。 

（４）市休止施設の再開について報告（税務・財産管理担当） 

   前回の津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１７回）におい

て、市休止施設（５０７施設）のうち、休止期間（５月３１日（日））を

前倒しして再開し、又は再開することを決定した施設は、合計で４９８施

設となったことを報告しましたが、残りの９施設の再開について、次のと

おり報告します。 



 
 

・ 美里保健センターのプールと運動施設については、５月２１日に再 

開 

・ ３か所の学校給食センターについては、６月１日から再開 

・ 市民活動センターの貸館部分については、６月１日から再開予定 

・ ２か所の御殿場地内の観光駐車場については、６月１日から再開予 

定 

・ 津なぎさまち内旅客船ターミナルと空港島旅客船ターミナルについ 

ては、中部国際空港のフライト計画を勘案して運航事業者において再 

開時期を検討することとしています。その後の再開状況については、 

改めて報告します。 

（５）２０２０美里夏まつりの中止について報告（総合支所） 

   新型コロナウイルス感染症まん延防止のための措置の影響により、７月

１８日に開催を予定していた「２０２０美里夏まつり」は、５月８日、書

面表決により実行委員会において中止が決定されました。 

（６）新型コロナウイルス感染症特別定額給付金に係る申請書の返送状況及び

振込状況の推移並びにコールセンターでの相談件数について報告（新型コ

ロナウイルス感染症特別定額給付金等推進担当） 

   特別定額給付金の申請書の返送状況については、５月２１日までに 

９１，６１５通の返送がありました。 

特別定額給付金の振込については、３０，８５９世帯、７０，４９３ 

人、７０億４，９３０万円の振込を完了しました。 

また、特別定額給付金に係る相談コールセンターでの相談件数について 

は、５月２１日午後４時までに５，１８５件のお問い合わせがありました 

が、主な相談内容は「申請書の記載方法」や「添付書類の内容」、「振込 

までの日数」「申請書の不達」などです。 

（７）津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口等の相談状況につ

いて報告（危機管理部） 

   津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口の相談状況は、５

月２１日までの土・日曜日及び祝日を除く２７日間で３，５４５件の相談

がありました。 

   特に、特別定額給付金の申請書発送が完了した翌週、５月１８日には、

５２３件の相談があり、そのほとんどが特別定額給付金申請書の記入方法

や記入内容の確認でした。 



 
 

   また、この日は多くの方が庁舎１階の相談案内係に訪れられ、一時的に

混乱が生じたことから、案内場所の配置変更や床へソーシャルディスタン

スを確保するための誘導テープの設置、整理番号札の準備を行いました。 

   なお、それ以降は減少傾向となっており、少し落ち着いてきている状況

です。 

   これ以外に事業者向け相談窓口では、５月２１日までに１，２９８件の

相談を受け付けました。 



 
 以下会議資料 

津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１８回） 

 

令和２年５月２２日（金） 

 午前１０時～       

本庁舎８階 大会議室Ａ  

 

１ 国・県の動き 

（１）緊急事態宣言の関西３府県（京都府、大阪府、兵庫県）の解除及び三重

県の対応について報告（危機管理部） 

（２）その他 

 

２ 協議事項 

（１）子育て世帯家計支援事業に係る推進体制の整備について協議（総務部） 

（２）津市事業継続支援金交付事業に係る推進体制について協議（総務部） 

（３）津市事業継続支援金の実施について協議（ビジネスサポートセンター） 

（４）頑張る事業者応援プロジェクト「市内事業者向け事業継続支援販売所」

の再開について協議（商工観光部） 

 

３ 報告事項 

（１）新型コロナウイルス感染症対策に係る予算措置について報告（政策財務

部） 

（２）市立小中学校及び義務教育学校の夏季休業中の授業日の確保について報

告（教育委員会） 

（３）給食無償化と８月からの給食実施に伴う今後の給食費の取り扱いについ

て報告（教育委員会） 

（４）市休止施設の再開について報告（税務・財産管理担当） 

（５）２０２０美里夏まつりの中止について報告（総合支所） 

（６）新型コロナウイルス感染症特別定額給付金に係る申請書の返送状況及び

振込状況の推移並びにコールセンターでの相談件数について報告（新型コ

ロナウイルス感染症特別定額給付金等推進担当） 

（７）津市新型コロナウイルス感染症市民生活相談案内窓口等の相談状況につ

いて報告（危機管理部） 

 

４ その他 
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